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第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は，水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）

その他法令に定めるもののほか，ひたちなか市水道事業の給水についての料金及

び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために

必要な事項を定めることを目的とする。  

（給水区域）  



第２条  給水区域は，ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例（平成６年条例

第１１６号）第３条第２項に定めるところによる。  

（給水装置の定義）  

第３条  この条例において「給水装置」とは，需要者に水を供給するために管理者

（ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例第４条に規定する管理者をいう。

以下同じ。）の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結す

る給水用具をいう。  

（給水装置の種類）  

第４条  給水装置の種類は，次のとおりとする。  

（１）  専用給水装置（１世帯又は１箇所で専用するものをいう。以下同じ。）  

（２）  私設消火栓（消防用に使用するもので管理者が封かんしたものをいう。

以下同じ。）  

（専用給水装置の給水用途）  

第５条  専用給水装置における給水の用途は，次のとおりとする。  

（１）  一般用（次号に規定する用途以外の用途に給水するものをいう。以下同

じ。）  

（２） 臨時用（工事の施行その他一時の用途に給水するものをいう。以下同じ。） 

第６条  削除  

（給水装置の所有者の代理人）  

第７条  給水装置の所有権を有する者（以下「所有者」という。）は，市内に居住

しないとき，又は管理者において必要があると認めたときは，この条例に定める

一切の事項を処理させるため，代理人（市内に居住する者に限る。以下同じ。）

を置かなければならない。  

（管理人の選定）  

第８条  次の各号のいずれかに該当する者は，水道の使用に関する事項を処理させ

るため，給水装置の管理人（以下「管理人」という。）を選定し，管理者に届け

出なければならない。  

（１）  給水装置を共有する者  

（２）  その他管理者が必要と認めた者  

２  管理者は，前項の規定により選任された管理人を不適当と認めたときは，変更

させることができる。  

（同居人等の行為に対する責任）  

第９条  給水装置の使用者（以下「使用者」という。）は，その家族，同居人，使



用人その他の従業者等の行為についても，この条例に定める責を負わなければな

らない。  

（給水装置の管理）  

第１０条  使用者若しくは管理人又は所有者（以下「使用者等」という。）は，水

が汚染し，又は漏水しないよう給水装置を管理し，異状があるときは，直ちに管

理者に届け出なければならない。  

２  給水装置の修繕を必要とするときは，その修繕に要する費用は，使用者等の負

担とする。ただし，管理者がその必要がないと認めたものは，この限りでない。  

３  第１項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は，使用者等の責任とす

る。  

第２章  給水装置の工事及び費用  

（工事の申込み）  

第１１条  工事（給水装置の新設，増設，改造，修繕（水道法施行規則（昭和３２

年厚生省令第４５号）第１３条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。）又は

撤去をいう。以下同じ。）をしようとする者は，管理者の定めるところにより，

あらかじめ管理者に申し込み，その承認を受けなければならない。  

（工事の施行）  

第１２条  工事は，管理者又は管理者が法第１６条の２第１項の指定をした者（以

下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。  

２  指定給水装置工事事業者は，前項の規定により工事を施行する場合には，あら

かじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け，かつ，工事しゅん

工後に管理者の工事検査を受けなければならない。  

３  管理者は，第１項の規定により工事を施行する場合には，当該工事に関する利

害関係人の同意書等の提出を求めることができる。  

（給水管及び給水用具の指定）  

第１３条  管理者は，災害等による給水装置の損傷を防止するとともに，給水装置

の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは，

配水管への取付口から市の水道メータ（以下「メータ」という。）までの間の給

水装置に用いようとする給水管及び給水用具について，その構造及び材質を指定

することができる。  

２  管理者は，指定給水装置工事事業者に対し，配水管に給水管を取り付ける工事

及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法，工期その他の工事上の

条件を指示することができる。  



３  第１項の規定による指定の権限は，法第１６条の規定に基づく給水契約の申込

みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。  

（工事の工費負担）  

第１４条  工事に要する費用（以下「工事費」という。）は，第１１条の規定によ

る承認を受けた者（以下「工事申込者」という。）の負担とする。  

（給水装置の変更等の工事）  

第１５条  管理者は，配水管の移転その他の理由によって，給水装置に変更を加え

る工事を必要とするときは，所有者の同意がなくても，当該工事を施行すること

ができる。  

（第三者の異議についての責任）  

第１６条  工事の施行について利害関係人その他の者から異議があるときは，工事

申込者の責任において処理するものとする。  

第３章  給水  

（給水の原則）  

第１７条  給水は，非常災害，水道施設の損傷，公益上その他やむを得ない理由及

び法令又はこの条例の規定による場合のほか，制限し，又は停止することはない。  

２  管理者は，給水を制限し，又は停止しようとするときは，その日時及び区域を

定めて，その都度これを予告する。ただし，緊急その他のやむを得ない場合は，

この限りでない。  

３  第１項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても，

市は，その責を負わない。  

（メータの設置等）  

第１８条  給水量は，メータにより計量する。ただし，管理者がその必要がないと

認めたときは，この限りでない。  

２  メータは，給水装置に設置し，その位置は，管理者が定める。  

（メータの貸与）  

第１９条  メータは，市が設置して，使用者等に貸与する。  

２  使用者等は，善良な保管者の注意をもってメータを管理しなければならない。  

３  所有者等は，前項の規定による管理義務を怠ったためにメータを亡失させ，又

は損傷させた場合には，損害額を弁償しなければならない。  

（メータの機能保護）  

第２０条  使用者等は，メータの検針，検査又は修繕の障害となる建築物，工作物

若しくは物件をその設置場所に設け，又は置いてはならない。  



２  前項の規定に違反した場合には，管理者は，必要な処置を行い，その費用を使

用者等から徴収する。  

（届出）  

第２１条  使用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合には，あらかじめ管理

者に届け出なければならない。  

（１）  給水装置の使用を開始し，又は中止するとき。  

（２）  料率の異なる２種類以上の用途に使用するとき。  

（３）  私設消火栓を演習に使用するとき。  

（４）  臨時用に使用するとき。  

２  使用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合には，直ちに管理者に届け出

なければならない。  

（１）  水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。  

（２）  給水装置の用途に変更があったとき。  

（３）  管理人若しくは代理人に変更があったとき，又はその者の住所に変更が

あったとき。  

（４）  所有者に変更があったとき。  

（５）  私設消火栓を消火に使用したとき。  

（権利義務の継承）  

第２２条  前条第２項第４号の届出があったときは，新たに所有者となった者が給

水に関する権利義務を継承したものとみなす。  

（私設消火栓の使用）  

第２３条  私設消火栓は，消防又は演習の場合のほか使用してはならない。  

２  私設消火栓を演習に使用するときは，職員の立会いを要する。  

３  火災又は非常の場合における私設消火栓の使用は，何人も拒むことはできない。 

（給水装置及び水質の検査）  

第２４条  管理者は，給水装置又は供給する水道の水質について，使用者等から請

求があったときは，検査を行い，その結果を当該使用者等に通知する。  

２  前項の検査において，特別の費用を要したときは，その実費額を徴収する。  

第４章  料金，加入金及び手数料  

（料金の納付義務）  

第２５条  水道料金（以下「料金」という。）は，使用者又は管理人から徴収する。  

（料金）  

第２６条  料金は，別表第１に定める基本料金と使用水量に基づき算出した従量料



金との合計金額に１．１０を乗じて得た金額とする。ただし，１円未満の端数が

生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。  

２  基本水量のある基本料金は，使用水量が基本水量に達しなくても，これを徴収

する。  

３  私設消火栓を演習に使用する場合における１回の使用時間は，１０分以内とす

る。  

（料金の算定）  

第２７条  料金は，隔月の定例日（料金算定基準日としてあらかじめ管理者が定め

た日をいう。）にメータの検針を行い，その使用水量により当該定例日の属する

月分及びその前月分をまとめて算定する。この場合において，当該使用水量は，

各月均等に使用したものとみなす。  

２  管理者は，必要があると認めるときは，前項の定例日以外の日にメータの検針

を行うことができる。  

（水量の認定）  

第２８条  管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合には，前条の規定にかか

わらず，使用水量及びその用途を認定する。  

（１）  メータに異常があったとき。  

（２）  料率の異なる２種以上の用途に水道を使用するとき。  

（３）  使用水量が不明のとき。  

２  前項の規定による認定は，前６月間の使用水量その他の事情を考慮して決定す

る。  

第２９条  削除  

（特別な場合における料金の算定）  

第３０条  月の中途において水道の使用を開始し，若しくは中止し，又は廃止した

ときの料金は，次のとおりとする。  

（１）  使用開始の日から次の定例検針日まで１５日以内の場合であって，給水

量が基本水量の２分の１に満たないときは，基本料金の２分の１として算定す

る。  

（２）  使用中止又は廃止の日が前の定例検針日から１５日を経過しない場合で

あって，給水量が基本水量の２分の１に満たないときは，基本料金の２分の１

として算定する。  

２  月の中途においてその用途に変更があった場合は，その使用日数の多い料率を

適用する。  



（一時使用の場合の概算料金の前納）  

第３１条  工事その他の理由により，一時的に水道を使用する者は，水道の使用の

申込みの際，管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし，管理

者がその必要がないと認めたときは，この限りでない。  

２  前項の概算料金は，水道の使用を終了したときに精算する。  

（用途等の認定）  

第３２条  用途その他料金の算定基準となる事項が届け出られた事項と相違すると

きは，管理者がこれを認定する。  

（無届使用に対する認定）  

第３３条  水道を無届で使用した場合は，前使用者に引き続き使用したものとみな

す。  

（料金の徴収方法）  

第３４条  料金は，口座振替の方法によるほか，払込の方法により隔月に徴収する。

ただし，管理者が必要があると認めるときは，この限りでない。  

２  第３０条第１項の規定による料金は，随時これを徴収する。  

（加入金）  

第３５条  給水装置（私設消火栓を除く。）の新設又は改造（量水器の口径を増す

場合に限る。以下この条において同じ。）をする者から，次の各号に掲げる場合

に応じて当該各号に定める額に１．１０を乗じて得た額の加入金を徴収する。た

だし，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。  

（１）  新設の場合  量水器の口径に応じ，別表第２に定める額  

（２）  改造の場合  別表第２による新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ず

る加入金の額との差額  

２  前項の加入金は，第１１条の規定による申込み（以下「工事申込み」という。）

の際に納付しなければならない。ただし，管理者が特別の理由があると認めたと

きは，工事申込み後に納付することができる。  

３  既納の加入金は，還付しない。ただし，工事申込みをし，しゅん工検査前に工

事を取り消し，若しくは量水器の口径を減ずる設計変更が生じた場合又は管理者

が特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。  

（手数料）  

第３６条  次の各号に掲げる者から，当該各号に定める額の手数料を徴収する。  

（１）  第１２条第１項の指定（法第２５条の３の２第１項の規定による指定の

更新を含む。）を受けようとする者  １件につき１０，０００円  



（２）  第１２条第２項の設計審査（材料の確認を含む。）及び工事の検査を受

けようとする者  その工事費の３パーセントに相当する金額  

（３）  第２３条第２項の消防演習の立会いを求める者  １個１回につき１，０

００円（休日及び正規の勤務時間外に立会いをする場合には，１，５００円）  

（４）  国道，県道等の占用許可の申請の管理者による代行を求める者  １件に

つき２，０００円  

２  前項の手数料は，当該指定等の申込みの際に納付しなければならない。ただし，

管理者が特別の理由があると認めたときは，当該申込み後に納付することができ

る。  

３  既納の手数料は，還付しない。ただし，管理者が特別の理由があると認めた場

合は，この限りでない。  

（料金，加入金，手数料等の軽減又は免除）  

第３７条  管理者は，公益上その他特別の理由があると認めたときは，この条例に

よって納付しなければならない料金，加入金，手数料その他の費用を軽減し，又

は免除することができる。  

第５章  管理  

（給水装置の検査，費用負担等）  

第３８条  管理者は，水道の管理上必要があると認めたときは，給水装置を検査し，

適当な措置をさせ，又は自らこれをすることができる。  

２  前項に規定する措置に要する費用は，措置をさせられた者の負担とする。  

（給水装置の基準違反に対する措置）  

第３９条  管理者は，水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が，水道法施

行令（昭和３２年政令第３３６号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質の

基準に適合していないときは，その者の給水契約の申込みを拒み，又はその者が

給水装置をその基準に適合させるまでの間，その者に対する給水を停止すること

ができる。  

２  管理者は，水の供給を受ける者の給水装置が，指定給水装置工事事業者の施行

した工事に係るものでないときは，その者の給水契約の申込みを拒み，又はその

者に対する給水を停止することができる。ただし，水道法施行規則第１３条に規

定する給水装置の軽微な変更であるとき，又は当該給水装置の構造及び材質がそ

の基準に適合していることを確認したときは，この限りでない。  

（給水の停止）  

第４０条  管理者は，使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは，その事由



が継続する間，その者に対する給水を停止することができる。  

（１）  この条例の規定により納付すべき料金，加入金，手数料又は工事費を期

限内に納入しないとき。  

（２）  正当な理由なく，第２７条の規定による使用水量の計量若しくは第３８

条第１項の規定による検査を拒み，又はこれを妨害したとき。  

（３）  給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合にお

いて，警告を発しても，なお，これを改めないとき。  

２  前項の場合において，損害があったときは，管理者は，当該給水の停止をされ

た者に賠償させることができる。  

（給水管の切断）  

第４１条  管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合であって，管理上必要が

あると認めたときは，給水管を切断することができる。  

（１）  所有者が６０日以上所在が不明で，かつ，使用者がないとき。  

（２）  給水装置が使用中止の状態にあって，将来使用の見込みがないと認めた

とき。  

第６章  貯水槽水道  

（市の責務）  

第４２条  管理者は，貯水槽水道（法第１４条第２項第５号に規定する貯水槽水道

をいう。以下同じ。）の管理について必要があると認めるときは，貯水槽水道の

設置者に対し，指導，助言及び勧告を行うことができるものとする。  

２  管理者は，貯水槽水道の利用者に対し，貯水槽水道の管理等に関する情報提供

を行うものとする。  

（設置者の責務）  

第４３条  貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に規定する簡易専用水

道をいう。以下同じ。）の設置者は，法第３４条の２に定めるところにより，そ

の水道を管理し，及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。  

２  貯水槽水道のうち小簡易専用水道（ひたちなか市安全な飲料水の確保に関する

条例（平成２６年条例第７号）第２条第５号に規定する小簡易専用水道をいう。

以下同じ。）の設置者は，同条例第２０条に定めるところにより，その水道を管

理し，及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。  

３  前２項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者

は，別に定めるところにより，当該貯水槽水道を管理し，及びその管理の状況に

関する検査を行うよう努めなければならない。  



第７章  委託  

（徴収事務の委託）  

第４４条  管理者は，料金の徴収その他関係事務を公益財団法人ひたちなか市生

活・文化・スポーツ公社に委託する。  

２  委託する事務の範囲は，次に掲げるとおりとする。  

（１）  各種届出の受付に関すること。  

（２）  使用水量の検針・認定に関すること。  

（３）  料金の調定に関すること。  

（４）  料金の納入の通知に関すること。  

（５）  料金，加入金等の収納及び還付に関すること。  

（６）  水道使用者情報の管理に関すること。  

（７）  その他徴収に関すること。  

第８章  補則  

（委任）  

第４５条  この条例の施行に関し必要な事項は，管理者が定める。  

第９章  罰則  

（過料）  

第４６条  次の各号のいずれかに該当する者は，２，０００円以下の過料に処する。  

（１）  この条例の規定により納付すべき料金，加入金，手数料又は工事費の徴

収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をした者  

（２）  第１０条第１項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者  

（３）  第１１条の規定による承認を受けずに工事を行い，又は第２１条第１項

第１号の規定による届出をせずに給水装置を使用した者  

（４）  正当な理由なく，第１８条第２項の規定によるメータの設置，第２７条

の規定による使用水量の計量，第３８条第１項の規定による検査若しくは第３

９条若しくは第４０条第１項の規定による給水の停止を拒み，又はこれを妨害

した者  

第４７条  詐欺その他不正の行為により料金，加入金，手数料又は工事費の徴収を

免れた者は，その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する

金額が５万円を超えないときは，５万円とする。）以下の過料に処する。  

付  則  

（施行期日）  

１  この条例は，平成６年１１月１日から施行する。  



（経過措置）  

２  この条例施行の前日までに，合併前の勝田市水道事業給水条例（昭和３５年勝

田市条例第１５号）及び那珂湊市水道事業給水条例（昭和３６年那珂湊市条例第

７号）の規定によりなされた手続，処分その他の行為は，この条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。  

３  この条例施行の際，現に受付中の検査等の手数料については，なお，従前の例

による。  

４  那珂湊地区水道事業の給水区域に係る料金の算定については，第２９条の規定

にかかわらず平成７年３月３１日までの間に限り，合併前の那珂湊市水道事業給

水条例の例による。  

５  那珂湊地区水道事業の給水区域に係る料金の徴収方法については，第３６条の

規定にかかわらず平成７年３月３１日までの間に限り，合併前の那珂湊市水道事

業給水条例の例による。  

６  那珂湊地区水道事業の給水区域に係る徴収事務の委託については，第４５条の

規定にかかわらず平成７年３月３１日までの間に限り，合併前の那珂湊市水道事

業給水条例及び那珂湊市水道料金徴収事務の委託に関する規則（昭和４１年那珂

湊市規則第１５号）の例による。  

付  則（平成９年条例第１３号）  

（施行期日）  

１  この条例は，平成９年４月１日から施行する。ただし，別表第２の改正規定は，

平成９年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後のひたちなか市水道事業給水条例第２８条第１項本文の

規定にかかわらず，施行日前から継続して供給している水道水の供給で，施行日

から平成９年４月３０日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに

係る料金（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月３０

日後である水道水の供給については，当該確定されたもののうち，施行日以後初

めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日（その直前の料金の支払を

受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初めて料金の支払

を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同

月３０日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限

る。）については，なお従前の例による。  

３  前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これ



を１月とする。  

４  別表第２の改正規定の施行の際現に給水装置の新設又は改造の工事の申込がな

され，第３７条第２項ただし書の規定により工事申込後徴収することが認められ

た者に係る加入金については，なお従前の例による。  

付  則（平成１０年条例第１０号）  

この条例は，平成１０年４月１日から施行する。  

付  則（平成１１年条例第５５号）  

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。  

付  則（平成１５年条例第２２号）  

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。  

付  則（平成２２年条例第７号）  

（施行期日）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現に改正前のひたちなか市水道事業給水条例第３１条第１

項の規定により前納された料金（同項第１号に規定する料金に限る。）でその精

算が行われていないもの（以下「前納金」という。）は，この条例の施行の日以

後において当該前納金に係る水道の使用者（以下「使用者」という。）に還付す

る。  

３  前項の場合において，還付に関する手続が終了するまでの間に，使用者から水

道の使用の中止又は廃止の届出があったときは，その都度当該使用者に前納金を

還付するものとする。  

付  則（平成２３年条例第７号）  

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。  

付  則（平成２５年条例第２３号）  

この条例は，公布の日から施行する。  

付  則（平成２５年条例第３８号）  

（施行期日）  

１  この条例は，平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後のひたちなか市水道事業給水条例第２６条第１項本文の

規定にかかわらず，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続

して供給している水道水の供給で，施行日から平成２６年４月３０日までの間に



料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける

権利が確定する日が同月３０日後である水道水の供給にあっては，当該確定した

もののうち，施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（そ

の直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日

以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し，これ

に前回確定日から同月３０日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分

に対応する部分に限る。）に係る料金については，なお従前の例による。  

３  前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数を生じたときは，これ

を１月とする。  

４  この条例による改正後のひたちなか市水道事業給水条例第３５条第１項本文の

規定にかかわらず，施行日前に，この条例による改正前のひたちなか市水道事業

給水条例第３５条第２項ただし書の規定により工事申込後徴収することが認めら

れた加入金については，なお従前の例による。  

付  則（平成２６年条例第７号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は，平成２６年４月１日から施行する。  

付  則（平成２７年条例第１４号）  

（施行期日）  

１  この条例は，公布の日から施行する。ただし，第４条，第５条，第６条及び第

８条の改正規定，第２１条第２項の改正規定（同項第５号を削り，同項第６号を

同項第５号とする部分に限る。），第２５条第２項を削る改正規定並びに第２９

条及び別表第１の改正規定は，平成２７年１０月１日（次項において「料金改定

日」という。）から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第１の規定は，平成２７年１２月以後の月分に係る使用水量によ

り算定する水道料金について適用し，同月前の月分に係る使用水量（料金改定日

前から継続して水道水の供給を受けている者の使用水量に限る。）により算定す

る水道料金については，なお従前の例による。  

付  則（令和元年条例第２号）抄  

（施行期日）  

第１条  この条例は，令和元年１０月１日から施行する。  

（ひたちなか市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置）  

第２８条  第３０条の規定による改正後のひたちなか市水道事業給水条例第２６条



第１項本文の規定にかかわらず，施行日前から継続して供給している水道水の供

給で，施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確

定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月３１

日後である水道水の供給にあっては，当該確定したもののうち，施行日以後初め

て支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の支払を受ける権利

が確定した日をいい，当該確定した日がない場合には，水道の使用を開始した日

をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける

権利が確定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同月３１日ま

での期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）に係

る料金については，なお従前の例による。  

２  前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数を生じたときは，これ

を１月とする。  

３  施行日前にひたちなか市水道事業給水条例第３５条第２項ただし書の規定によ

り工事申込後徴収することが認められた加入金については，第３０条の規定によ

る改正後のひたちなか市水道事業給水条例第３５条第１項本文の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。  

（準備行為）  

第２９条  この条例の施行に関し，必要な使用料，手数料等の徴収その他の行為は，

施行日前においても行うことができる。  

付  則（令和元年条例第１９号）  

（施行期日）  

１  この条例は，令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第３６条第１項第１号の規定にかかわらず，この条例の施行の日前に，

改正前の第３６条第１項ただし書の規定により申込み後に徴収することとされた

同項第１号に定める手数料については，なお従前の例による。  

別表第１（第２６条関係）  

料金表  

給 水

装 置

別  

用途別  メ ー

タ 口

径

（ mm） 

基本料金  従量料金（水量区分別）  

基 本

水 量

（ m ３

／月） 

金額（円

／月）  



専 用

給 水

装置  

一般用  １３  ５  １，００

０  

５ m ３ を

超え１０

m ３ ま で

１ m ３ に

つき  ２

５円  

１ ０ m ３

を超え２

０ m ３ ま

で １ m ３

に つ き  

１７５円  

２ ０ m ３

を超え５

０ m ３ ま

で １ m ３

に つ き  

１９１円  

５ ０ m ３

を超え１

０ ０ m ３

ま で １ m

３ に つ き

２０７円  

１００ m３

を 超 え る

もの１ m３

に つ き  

２２４円  

２０  ５  １，４５

０  

２５  ５  １，９５

０  

３０   ２，５５

０  

１ m ３ を

超え１０

m ３ ま で

１ m ３ に

つき  １

７５円  

４０   ４，００

０  

５０   ８，５０

０  

７５   １４，５

００  

１０

０  

 ２４，５

００  

１５

０  

 ５１，０

００  

２０

０  

 １０３，

０００  

２５

０  

 １３０，

０００  

３０

０  

 １９８，

０００  

臨時用     １ m３につき  ４０４円  

私 設

消 火

栓  

    演習５分につき  ９８５円（５分未満は５分と

みなす。）  

別表第２（第３５条関係）  

メ ー タ の 口 径

（ mm）  

加入金（円）  

１３  ６０，０００  

２０  １６０，０００  



２５  ２８０，０００  

３０  ４３０，０００  

４０  ８１０，０００  

５０  １，３００，０００  

７５  ３，１００，０００  

１００  ５，２００，０００  

１５０  １１，３００，０００  

２００  ２４，０００，０００  

２５０  ２９，０００，０００  

３００  ４７，０００，０００  

 


